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北九州市告示第１９２号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立美術館及び北九州市立美術館分館における観覧料及び物品売払代

金の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和３年５月１０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

西部ビル管理株式会社 北九州市戸畑区幸町１

番１９号 

令和３年４月１日から

令和４年３月３１日ま

で 

2


